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山

本

美

越

乃

一
続
税
「
ア
ダ

ム
・
ス
、
E

ス
の
植
民
地
論
」
を
讃
み

τ

去
主
二
月
重
忠
に
騒
・

9τ
よ
り
以
来
約
宇
歳
の
久
し
き
に
亘
り
、
或
は
病
院
に
或
は
縛
地
療
養
に
専
ら
加
養
を

事
芭
す
べ
き
習
を
主
治
略
よ
b
命
性
ら
れ
た
る
予
は
、
暫
〈
内
外
の
新
刊
奮
は
岡
よ
b
事
術
雑
誌
を
き
へ
織
〈
機

曾
を
奥
へ
ら
れ
な
か
っ
た
、
然
る
に
幸
に
し
て
今
や
健
康
漸
〈
奮
に
復
L
来
れ
る
を
以
て
、
久
し
て
審
粛
に
幽
閉

せ
ら
れ
宰
し
〈
机
上
に
堆
積
せ
ら
れ
た
る
事
術
雑
誌
よ
・
9

一
廓
目
を
通
事
ん
己
し

τ、
最
初
に
手
に
し
た
る
も
の

は
東
京
帝
国
大
事
経
済
事
曾
袋
行
「
経
済
皐
論
集
」
第
三
港
第
四
銑
で
あ
っ
た
、
関
銃
は
本
年
三
月
の
袋
行
の
如
〈

仁
見
ゆ
る
も
予
の
寄
贈
を
受
り
た
る
は
封
紙
の
鴻
印
に
よ
b
六
月
中
旬
な
b
し
こ
Z
を品開
b
得
花
、
阪
に
三
月
に

品
問
行
書
れ
六
月
に
寄
贈
を
受
け
た
る
該
論
集
中
の
一
文
に
就
き
九
月
に
入
り
て
之
に
臆
ふ
べ
き
卑
見
を
草
す
る
ζ

Z
は
、
如
何
に
も
『
時
』
の
観
念
を
相
抑
揚
せ
る
が
如
〈
に
思
は
る
、
も
、



叢

歯

矢
内
原
敬
授
の
『
ァ

r
ム
・
ス
ミ
ス
白
植
民
地
諭
』
を
商
品
て
第
ニ
十
一
巻

(
第
四
鵠

四
O
)

五

O
回

非
A
Y
E
信
十
る
所
よ
b
敢
て
此
の
一
文
を
中
す
る
こ
ご
、
な
し
た
。

償
問
題
は
該
論
集
に
掲
げ
ら
れ
た
る
矢
内
原
敬
授
の
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
λ

の
椀
民
地
論
」
中
の
二
三
の
鮎
に
閥
L

τuyゐ
る
・
該
論
文
中
専
ら
ス
ミ
λ

の
謝
植
民
地
視
の
梗
概
を
紹
介
せ
る
鮎
に
付
き
て
は
、
院
に
今
日
迄
城
切
前

庭
臆
大
事
裁
授
、
山
内
東
京
商
科
大
率
教
授
の
論
文
等
も
あ
b
、
叉
大
正
十
二
年
に
子
、
、
ー
の
生
誕
二
百
年
を
記

念
せ
ん
が
縛
め
に
京
都
常
国
大
事
鰹
務
事
曾
費
行
「
経
済
論
議
」
第
十
人
容
第
一
一
腕
に
も
卑
見
ご
共
に
其
の
要
旨
を

紹
介
し
置
き
た
る
所
ご
別
に
異
な
れ
る
新
設
を
接
見
し
得
な
い
・
要
す
る
に
λ

ミ
ー
の
困
富
論
第
四
編
第
七
章
の

要
貼
を
紹
介
し
た
る
に
過
ぎ
ぎ
る
を
以
て
、
是
等
の
貼
に
闘
し
て
は
諸
に
重
ね
て
論
及
す
る
の
必
要
を
見
な
に

唯
共
の
論
文
中
に
前
掲
「
綴
済
論
議
」
に
於
て
会
に
せ
る
卑
見
及
拙
著
「
植
民
政
策
研
究
』
中
に
ス
ミ
ス
の
意
見
を
批

評
し
置
け
る
こ
三
の
勤
仁
就
き
論
評
を
加
へ
ら
れ
た
る
筒
所
あ
る
を
以
て
、
本
論
に
於
て
は
支

t
L
て
問
題
を
是

等
の
鮪
に
限
b
、
同
教
授
の
一
何
ぞ
そ
の
1

ミ
λ

を
正
賞
仁
誠
ま
。
さ
る
こ
ご
の
甚

rし
当
や
」
ピ
の
批
評
に
膳
ふ
る

ご
共
一
仁
、
誕
に
教
授
の
言
を
借
h
て
言
へ
ば
「
何
ぞ
ス
ミ
ス
を
正
骨
聞
に
解
せ

F
る
の
甚
し
き
や
」
t
の
錦
駁
の
鮮
に

代
へ
ょ
う
ど
思
ふ
。

議
論
を
進
む
る
順
序
ご
し
て
先
づ
最
初
に
岡
敬
授
の
論
文
中
仁
卯
見
を
引
用

L
て
批
評
を
加
へ
ら
れ
た
る
駄
を

左
(ー)に

摘
録
せ
ん

山
本
博
士
は
臼
〈
、
「
ゐ
に
む
、
す
み
す
』
茸
ア
著
図
一
宮
論
中
品
、
欧
洲
近
陛
ノ
植
民
』
古
代
ノ
希
雌
羅
馬 ペ

ー
川
刈
一
1
l訓
W
M凶

期切普兵術民『アダム・スミス由植民諭~(明治四十四年四月設行三同事骨雑誌
第五番第三蹴アダム・スミス百日怠脱掲載)

山内E脚教授『アFム.'"さス由殖i正政策~ (大j"E十三年三月華道行商皐l1F究第三

省第三腕掲載)

1) 



等
ノ
植
民
ノ
如
ク
-
一
明
白
ナ
戸
別
害
問
題
守
基
礎
ト
V
-
一プ起
v
b
F

毛
ノ
-
一
非
ズ
、
(
?
)
・

毛
、
吾
人
ノ
観
ル
所
』
些
カ
之
ト
同
時
ナ
w
J
(
1
)
、
(
此
の
?
1
等
は
矢
内
原
敬
授
の
附
L
た
る
所
の
も
の
に
し

て
其
の
何
の
意
な
る
や
を
解
す
る
に
苦
む
も
姑
〈
某
の
儲
鱒
載
す
る
)
、
凡

y
国
民
が
外
-
一
向
-
一
ア
新
タ
エ
活

ト吉一一回へ戸

動
ヲ
開
始
セ
ン
ト
z
p
-
嘗
9
7
川
、
必
ズ
ヤ

J4
ヲ
誘
プ
イ
キ
特
殊
ノ
原
因
ナ
カ
ル
ペ
カ
ラ
ズ
、
何
等
ノ
誘

困
ナ
ク
シ

7
唯
品
目
然
植
民
的
ノ
活
動
-
一
従
事
セ
ン
ト
Z

W

ガ
如
キ
コ
ト
ρ

，
近
世
-
一
在
F
ア
』
勿
論
古
代
及

中
世
手
一
於
FY
毛
亦
殆
ド
想
像
uv

得
〈
カ
ラ
ザ

w
所
ユ
一
層
ス
、
而
シ
-
一
プ
其
ノ
誘
因
A

経
梼
的
利
盆
ノ
獲

得
若
ク
川
其
ノ
増
進
』
賞
品
之
ガ
最
大
原
因
ヲ
成
セ

p
、
す
み
す
ノ
所
調
近
世
ノ
植
民
事
業
-
一
先
鞭
ヲ
着
ゲ

タ
戸
西
班
牙
葡
窃
牙
雨
岡
民
ノ
如
キ
毛
、
共
ノ
揃
民
的
活
動
ノ
目
的
ヲ
探
求
セ
バ
主
ト
U
-
Y
賞
金
属
ノ
蒐
集

及
香
料
ノ
輸
入
-
一
存
v
b
F
-
Y

コ
ト
川
、
植
民
史
上
-
一
於
ケ
戸
編
著
ナ
戸
事
跡
-
一

V
7
一
五
々
」
。
|
|
(
以
下
同

教
授
の
右
の
卑
見
に
劃
す
る
批
評
)

Z

ミ
ー
は
『
欧
洲
近
世
の
植
民
」
に
経
済
上
の
誘
悶
を
敏
〈
己
は
決
し
て

一r
r
rぃ
、
和
田
一
り
か
官
一
ぜ
い
@
「
ん
H
T砂
川
り
宮
町
揖
」
い
。
昨
一
伊
智
砕
い
・
お
り
和
訓

W
T
r
rド
ド
、
官

r
rい
そ
ぽ

、Q
0

0

0

0

1

「
必
要
」
ド
い
企

uhHrや
否
V
、
有
町
並

r
r
f果
を
生
む
べ
き
動
機
な
る
や
否
や
を
疑
へ
る
の
み
で
あ
る
。

コ
山
本
博
士
論
文
に
日

f
、
「
帝
闘
の
支
持
に
謝

L
て
歳
入
上
に
も
兵
力
上
に
も
宅
も
貢
献
す
る
所
な
き
地
方

は
一
五
キ
(
ス
ミ
耳
、
四
三
二

l
l岡
三
三
頁
)
・
目
此
の
如
〈
し

τλ
ミ
ス
は
(
分
離
か
結
合
か
)
ニ
者
其
の

一
を
捧
ま
5
る
〈
か
'
P

十
ご
な
し
、
途
に
其
の
針
策
に
付
き

τ論
じ
て
臼
〈
「
大
英
国
が
其

ω楠
民
地
に
封

〔
事
四
競

阿

) 

五
口
五

叢

長
内
属
政
髭
白
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
曲
植
民
地
論
』
を
誠
み
て
餌
二
十
一
審

論

紐誠事前車第三笹第['1腕三六頁。1) 
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前

鍍

矢
内
原
敬
授
。
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
由
植
民
地
曲
』
を
積
み
て
第
ニ
十
一
巻

(
第
四
棋

四

} 

車

O
六

す
る
「
切
の
様
カ
を
任
意
に
弛
楽
し
一
五
々
」
(
旦
ミ
Z

、

一
一
六
頁
)
:
:
:
・
:
然
れ

E
も
此
の
如
、
き
方
法
に
依

る
分
離
は

到
底
之
を
賞
現

L
得
べ
か
ら

e
き
る
も
の
な

h
z
し

τ、
惑
に
再
び
積
極
的
の
意
見
に
立
師

-9
、
:
:
;
:
従
来
の
岡
家
の
政
策
を
改
む
る
こ
芭
に
依
b
て
、
植
民
地
領
有
の
目
的
を
逗
成
せ
ん
こ
正
に
努

-
旦
ミ
月
は
そ
の

-
E
E
-
-

最
良
の
策
た
る
べ
き
を
信
じ
た
る
は
疑
ム
可
か
ら

十」。
|
l
(
以
下
岡
敬
授
の
批
評
)
旦
ミ
ー
は
植
民
地
の
友
誼
的
分
離
の
場
合
に
も
自
由
貿
易
の
設
定
を
期
待

む
ゅ
へ
き
を
提
言
せ
り
、

じ
、
市
町
的
結
合
目
り
官
町
に
も
そ
の
積
極
的
利
盆
正
し
で
は
町
山
出
町
瓦
の
設

f
r官
期
し
ぜ
、
(
粧
宵
ぽ
に

r

r常
貯
配
智
伊
昨
官

r
r
r昨日植山則
f
f
r
r
r
f
Jり
一
芝
、
…
官

r
f
r
v〆
い
、
に

V
町
一
田
町
易
一
り

rm印刷、を匝

r
r
rこ
z
p
p
r
u
r、
rvm副
作
仲
船
守
山
r
V
「
粧
民
地
官
有
一
の
目
的
」
の
遠
山
肌

r主
張

v
rも
の
ず
が

r

f
r山
地
買
身

r
r
w恥f
h
h
駒山山

1r齢
制
h

口
ん
町
山
肌
恥
県
伊
一
昨
町
民
皆
皆
川
り

p
w
f
r
f
f
M
7配
布
カ
ず
げ
ず
盆

ruu

一一一

v
r
u牢
r官
官
ず

rrmm甘
い
宮
町
槽
ザ

r、
宵
人
げ
叩
利
船
岡
(
唱

BmH)r骨
r
m
w宣
(
包

E
ロ
宮
町
内
)
ピ
ゲ
佐

川
H官
官

rEmmvr、
世
山
川
ι

世
才

r
f山相
r
r
u
H
F
ν
z
v
rド
、
山
山
ず
即
時

fJFtJ¥且
げ
ぽ
い
白
官
官

r
r

評
し
て
、
之
れ
彼
が

「
自
向
放
任
の
原
則
を
:
:
:
嘗
時
の
各
闘
の
植
民
地
貿
易
の
賞
際
に
徴
し
て
高
調
せ

前掲網商事論集五三買。

守
し
て
、
夏
に
一
般
国
民
経
済
上
の
見
地
よ
り
考
慮
せ

F
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
ゐ
る
を
以

τ、
時
ご
所
ご
に

1) 

る
も
の
な
る
も
、

母
圃
植
民
地
聞
の
経
済
関
係
は
寧
に
之
を
佃
人
経
済
的
の
見
地
の
み
よ
b
考
察
す
べ
か
ら



廊
じ
て
其
の
政
策
に
掛
酌
を
加
ふ
る
の
必
要
あ
b
」
Z
籍
せ
る
は
、
何
ぞ
ぞ
の
旦
ミ
λ

を
正
首
に
讃
ま
5
る

こ
正
の
甚
だ
し
き
ゃ
」
。

以
上
は
矢
内
原
敬
授
の
卑
見
に
謝
す
る
批
評
な
る
を
以
て
、
仮
h
に
此
の
順
序
に
従
ふ
て
重
ね
て
左
に
卑
見
を

開
陳
し
よ
う
ピ
考
へ
る
。

一
の
駄
に
就
き
同
教
授
は
「
ス
ミ
ス
は
「
欧
洲
近
世
の
植
民
」
に
極
端
胴
上
の
誘
因
を
敏
〈
正
は
決
L
て
言
は
な
い
、

彼
の
カ
話
せ
る
「
貴
令
腐
の
蒐
集
」
も
亦
一
の
経
済
上
の
動
機
で
は
な
い
か
」
t
の
語
を
以
て
評
し
て
居

ιる
、
が
、

抑
も
此
の
批
評
は
前
掲
一
の
卑
見
に
劃
す
る
批
評
な
h
ゃ
、
勝
叉
λ

ミ
ス
の
意
鬼
に
謝
す
る
批
評
な
ち
ゃ
、
若
L
Z

ミ
ス
の
欧
洲
近
世
の
植
民
は
古
代
の
希
臓
・
羅
馬
等
の
植
民
の
如
〈
に
明
白
な
る
利
害
問
題
を
基
礎
ご

L
て
起
れ

る
も
の
に
非
守
、

(
E
叶

F
o
E
q
a
H
4
r
E
M
O
R
E目。ロ
a

p
巾

出

E
R
R
-
o
E
E仲
良
号
。
色
思
司
ロ
同
開
a
B目u
m
E
g
-。，

ロ司自

E
〉ヨ
a
s
E且

HFmd弓
Z
F
ι
{伶
担
当

B

E
円
巳
吉
崎
町

F
q
g
吾
首
Eι
品
目
色
国
民

E
F
t
g庄
内
『
島
内

R
E

3
 

2
 

申

ι
p
m
R
E
F
-
z
r
E
mロ
仲
良

F
2
0
0「
自
の
町
内
互
の
再
再

O
E仏
国

o
E。.z)
Z
の
意
見
に
劃
す
る
批
評
な
ら
ば
正
鵠

を
射
た
る
も
の
ぜ
思
は
る
、
も
、
此
の
1

ミ
λ

の
言
を
批
評
せ
る
予
の
批
評
に
劃
す
る
批
評
な
り

t
せ
ば
、
全
(

意
味
を
成
き
ぬ
も

ωで
あ
る
芭
考
へ
る
、
何
言
な
れ
ば
ス
ミ
ー
の
所
調
欧
洲
近
世
の
植
民
事
業
に
先
鞭
を
着
け
た

る
西
・
葡
岡
閤
民
の
如
き
も
、
共
の
植
民
的
活
動
の
目
的
を
探
求
せ
ば
主
正
し

τ黄
金
属
の
蒐
集
及
香
料
の
総
入

換
言
せ
ば
数
授
の
所
調
「
亦
一
の
経
済
上
の
動
機
』
よ
り
起
h
居
れ
る
に
拘
ら
字
、

ス
ミ
旦
は
明
白
な
る
利
害
問
題

長
内
原
敬
授
白
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
λ

由
植
民
地
論
』
を
諦
-4
て
第
二
十
一
巻

(
第
四
親

四

) 

E
O
七

論

讃

前端組済事前襲五四画。
Th~ Wealth of Nation.s (凡で Callnan服に操る)， voI. 1/， p， 58 
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先
内
胤
敬
撲
の
『
ア
ダ
ム
・
ぞ
ミ
ス
の
植
民
地
諭
」
を
誠
事
て
第
二
十
一
審

{
第
四
貌

伊司

~q 

亙
O
A

官註

叢

よ
り
起
れ
る
も

ω
に
非
す
古
都
し
て
、
比
の
重
大
な
る
経
描
胴
上
の
動
機
に
付
き
て
考
慮
せ
ゲ
る
が
如
き
言
明
を
柏
崎

し
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
加
之
、
国
富
論
を
精
話
せ
ば
往
々
ス
ミ
ス
の
設
に
矛
盾

ω存
す
る
・
』
己
は
、

P
弘
司
自
身

の
批
評
ミ
叶
E
E四
日
同
印
自
由
巳
ぺ

ω
岳
OZ問
『
同
佐
官

ω己
可
宮
邑
胃
且
号
円
宮
田

O
L
m
E
Z
E
w
包
ι
r
z
ω
q
z
p士
官
民
昨
日

n仲間〈中

自
由
白
可

山口
A
U
O
ロ回
ω
円何回
4

ロ
自
♂

F
0
2
2
p
-
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E
q
E
V
E
B
ω
D
O門

ω
町
内
耳
晶
日

-ouuL一】
l

命対日

UHduoι
己
耳

2ω
ロ
日

ω
山口且

円円

g-ぺ
を
侠
つ
迄
も
な
〈
、
少
し
〈
注
意
せ
ば
何
人
に
も
気
付
炉
る
、
所
で
あ
っ
て
、
新
hr

る
場
企
に
張
て

λ

ミ

ー
を
帥
川
護
せ
ん
Z
す
る
所
よ
り
無
用
の
設
を
弄
ぷ
が
如
き
こ
さ
は
悦
ま
ね
ば
な
ら
凶
こ
ご
で
あ
る
、
訟
に
問
題
Z

な
れ
る
鮎
に
於

τも
?
ミ
ス
の
設
は
明
か
に
矛
盾

Lτ
居
る
古
都
し
て
可
ぃ
、
何
百
な
れ
ば
岡
常
論
第
四
編
第
一

章
「
重
商
主
義
の
原
理
に
就
て
』
の
章
に
於
て
は
、
富
岡
正
は
富
者
正
問
機
に
貨
併
を
多
〈
有
す
る
岡
正
考
へ
ら
る

L
Y

が
故
に
・

A
m
銀
を
集
積
す
る
ニ

t
は
闘
を
富
ま
す
の
捷
径
な
・
り
ピ
想
像
さ
れ
て
居
品
、
従
て
亜
米
利
加
後
見
後

暫
〈
は
西
班
牙
人
の
未
知
の
海
岸
に
到
着
す
る
や
必
中
先
づ
問
ふ
に
其
の
附
近
仁
金
銀
在
司
り
や
ご
云
ム
こ

Z
を

以
て
し
た
、
而
し
て
某
の
答
の
如
何
に
よ
・
り
て
該
地
方
を
植
民
地
己
な
す
の
債
値
あ
り
や
否
や
を
判
断
し
た
、

E
K
戸
止
の
『

nOEロ
qT-
日
目
任
命

E
ョ
。
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円
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の
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可
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目
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月
ロ
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ロ
目

u
o
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E
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ロ
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稽ほ:
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第 lil
七ほ
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t降
日「
ロー
弓

ω 

ユ
ロー

当}比一。

国
内
向

m
r
r
。g『
F
0
0
ι
u

コ
ロ
ム

J

1

に
次
で
西
班
牙

人
の
新
世
界
に
於
て
企
て
た
る
事
業
も
凡
て
同
一
の
動
機
(
賞
金
属
を
得
ん
ご
す
る
動
機
)
に
拘
で
た
る
が
如
し
、

件。ヨ
ω
r
o
p
百
三
命
日

g伸
子
命
日

東
印
度
正
通
商
を
開
始
せ
ん
正
す
る
計
輩
は
西
印
度
の
接
見
に
機
曾
を
輿
ヘ
、
之
を
梓
服
せ
ん
ピ
す
る
計

査
は
西
机
牙
人
の
植
民
地
の
建
設
に
機
曾
を
奥
へ
た
、
而

Lτ
西
班
牙
人
が
此
の
椛
般
を
錦
す
に
至

b
L動
機
は

金
銭
鎖
を
目
的

E
L
た
る
が
潟
め
で
あ
る
、

-

E
言
へ
る
に
拘
ら
争
、
関
節
の
宵
頭
に
於
て
前
掃
の
如
(
欧

側
近
惟
の
植
民
は
古
代
の
希
雌
羅
馬
の
植
民
の
如

C
に
明
白
な
る
利
害
問
題
よ
ち
趨
れ
る
も
の
に
あ
ら
中
、

明
せ
る
は
矛
盾
に
あ
ら
や
ん
ば
不
用
意
の
言
で
あ
る
ご
言
は
ね
ば
な
ら
泊
。

「
黄
金
風
の
蒐
集
し
・
・

-
-
-
-
此
の
如
一
一
吉
明
白
な
る
利
害
問
題
を
基
礎
Z
し
て
欧
洲
近
世
の
植
民
事
業
は
計
査
せ
ら

れ
た
る
に
拘
ら
す
、
λ

ミ
ス
は
古
代
の
希
臓
・
羅
ぬ
の
植
民
事
業
を
促
し
た
る
が
如
、
さ
明
白
な
る
動
機
な
し
正
な
せ

る
よ
b
、
予
は
之
に
岨
到
し
て
「
五
回
人
ノ
概
ル
所
川
些
カ
之
ト
異
ナ
リ
ノ
」
ぜ
の
批
評
を
加
へ
た
も
の
で
あ
る
、
否
出
干
見

を
以

τ
せ
ば
古
代
の
希
鵬
・
羅
馬
の
植
民
的
の
活
動
仁
於

τλ
ミ
ー
の
考
ふ
る
が
如
き
明
白
な
る
動
機
与
し
た

h

E
せ
ば
、
(
予
は
比

ω紡
に
付
き
て
も
ス
ミ
月
の
訴
に
疑
ひ
を
挟
h
u
宥
で
あ
る
が
諸
に
は
問
題
外
に
沙
る
を
以
て
論

及
し
な

ν)、
少
〈
ご
も
近
世
各
図

ω組
民
的
の
活
動
に
於
て
も
明
白
な
る
利
害
問
題
に
閲
す
る
動
機
存

L
た
b
z

言
ひ
得
る
の
で
ゐ
る
o

叉
矢
内
原
敬
授
は
守
彼
(
ス
ミ
ス
)
は
た
い

Y

そ
の
「
必
要
」
よ
h
生
じ
た
る
や
否
や
、
有
盆
な
る

四
五
)

U
A
O
九

矢
内
原
敬
授
の
『
ア
ダ
ム
・
ス
事
ス
の
植
民
地
論
』
を
摘
み
て
第
二
十
一
笹

(
第
四
掛

論

叢

、p
」
~ 
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矢
内
原
敬
授
山
「
ア
ダ
ム
・
ス
S

丸
山
植
民
地
諭
』
を
蹴
み
て
第
二
十
一
審

。
。
。
。
。
。
。
。

結
呆
を
生
む
ぺ
言
動
機
な
る
や
否
や
を
疑
へ
る
の
み
で
あ
る
」
さ
附
言
せ
ら
る
、
も
、
這
は
恐
〈
は
旦
ミ
λ

の
設

論

載

亙

O 

(
第
四
拙

回
大

-
智
正
賞
に
解
騨
せ
る
も
の
で
な
い
E
思
は
晶
、
.
何
正
な
れ
ば
旦
ミ
ス
は
『
J

盟
米
利
加
及
西
印
度
に
於
げ
る
欧
洲

の
植
民
地
の
建
設
は
決
L
て
必
要
よ

h
起
・
り
た
る
も
の
に
非
争
、
仮
A
T
之
よ
h
生
じ
た
る
利
益
は
甚
に
大
な
り
し

ご
は
謂
へ
古
代
の
希
雌
・
羅
馬
の
場
合
の
如
(
に
明
白
な

ιや』‘
Q
r
a
z
E宮
『
目
。
ロ
仲
良
吾
ぬ
何
己
目
町
内
E
n
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E
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其g.
の E
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委日
よ吾
~ a. 

H ・
ロ生

じ
た
る
も
の
に
非
争
、
叉
有
盆
な
る
結
果
を
生
む
ぺ
量
動
機

γ
非
ぎ

h
し
こ
ご
を
明
白
に
断
言
し
、
決
し
て
数

授
の
設

ω如
(
に
是
等
の
貼
に
閲
し
て
疑
ひ
を
抱
り
る
も
の
に
あ
ら
ぎ
る
こ

Z
は
、
原
文
の
前
後
を
熱
誠
せ
ば
了

解
せ
ら
る
4

き
筈
な
る
を
以

τuvあ
る
、

ニ
の
貼
に
就
き
て
矢
内
.
原
教
授
は
「
自
ら
自
由
主
義
者
た
る
7

ッ
カ
ロ
ッ
ク
は
旦
ミ
旦
の
楠
民
地
放
棄
論
に
共
鳴

し

τ両
印
皮
の
放
棄
の
損
失
仁
あ
ら
古
る
所
以
を
論
じ
、
自
ら
帝
闘
主
義
者
た
る
ニ
ヨ
ル

y
ン
は
λ

ミ
λ

の
所
謂

こ
は
俄
設
な
が
ら
一
言

Lτ
置
(
次
第
で
あ
る
。

帝
国
の
計
査
の
寅
現
を
主
張
し
た
、
事
者
は
各
々
自
己
の
主
張
を
強
む
る
た
め
に
有
利
な
る
旦
ミ
旦
の
提
案
を
援

用
す
る
こ
己
は
許
さ
れ
る
、
乍
併
子
、
、
λ

の
推
理
の
順
序
を
ほ
し
い
ま
、
に
襲
夏
し
、
彼
の
主
張
は
帝
国
的
結
合

に
あ
h
た
b
z
断
定
す
る
山
本
山
内
雨
救
援
の
所
詑
は
、

F

二回
U
F
y
y
に
倣
ひ
て
完
か
ら

F
る
も
の
で
あ
b
、

ミ
且
に
謝
し
て
は
勿
論
十
分
に
忠
賞
な
る
も
の
ご
言
ふ
を
得
な
い
」

ご
の
前
提
の
下
に
予
の
論
文
の
一
節
を
引
用

r
;
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合
仁
も
・
:
・
自
由
貿
易
の
設
定
を
湧
期
し
た
、

-
:
彼
は
ご
に
も
か

f
に
も
自
由
貿
易
の
原
則
を
擁
立
せ
ん

し
、
最
後
に
「
ス
ミ
ー
は
植
民
地
の
亥
誼
的
分
離
の
場
合
じ
も
自
由
貿
易
の
設
定
を
期
待
し
、
帝
国
的
結
合
山
場

こ
Z
を
要
求
し
花
・
そ
れ
以
外
何
等
か
の
「
植
民
地
領
有
の
目
的
」
の
達
成
金
主
張
し
た
も
の
で
は
な
V
」
Z
結
ん

で
底
ら
る
、
.
要
す
る
に
此
蕗
に
問
題
正
な
る
は
致
授
の
言
の
如
〈
吾
人
が
ス
ミ
λ

の
推
理
を
恋
に
穣
夏
せ
る

ゃ
、
又
彼
の
主
張
は
結
局
帝
図
的
結
合
に
在
h
r
b
ご
の
批
判
が
λ

ミ
且
の
設
を
解
す
る
に
不
忠
賞
な
る
も
の
な

b
や、

ス
ミ
ー
は
植
民
地
の
分
離
結
合
の
如
き
は
敢
て
意
に
介
せ
争
、
唯
自
由
貿
易
の
原
則
を
古
へ
磁
立
せ
ば
足

歯

韓

矢
内
原
敬
授
。
『
ア
ダ
ム
・
足
ミ
ス
の
植
民
地
諭
』
E
誼
み
て
俸
ニ
十
一
巻

(
第
四
貌

四
七
)

主孟
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-
り
、
夫
れ
以
外
に
何
等
植
民
地
領
有
の
目
的
を
達
成
せ
ん
こ
ピ
を
主
張
せ
る
も
の
に
ゐ
ら
す
ご
云
ふ
が
如
言
、
植

民
地
問
趨
に
極
め
て
冷
然
た
る
態
度
を
持
せ
し
ゃ
否
や
ご
云
ふ
事
に
在
る
。

若
し
果
し
て
激
授
の
言
の
如
〈
に
λ

ミ
且
は
唯
自
由
貿
易
の
原
則
を
確
立
せ
ば
足
り
、
権
民
地
の
「
分
離
」
「
結

合
」
の
如
き
は
敢
て
問
題
に
あ
ら
予
三
五
ふ
が
如
皆
無
闘
心
の
態
度
を
持
し
た
り
ご
せ
ば
、
恐
〈
は
周
富
論
中
に

『
椛
民
地
に
就
き
て
』
な
る
長
文
の
一
章
を
特
に
設
〈
る
の
必
要
は
存
せ

g
h
Lな
ら
ん
、
何
E
な
れ
ば
俄
A
T
金
〈

此
の
章
を
依
〈
も
自
由
貿
易
の
原
則
を
確
立
す
る
の
必
要
に
闘
す
る
且
主
ス
の
意
見
は
、
阪
に
前
後
の
章
に
於

τ

十
二
分
に
謹
C
苫
れ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
、
然
る
に
も
拘
ら
中
山
円
は
此
の
一
章
を
特
に
設
り
て
植
民
地
問
題
を
縦

横
仁
論
議
せ
る
所
以
の
も
の
は
、
決
し
て
自
由
貿
易
の
原
則

ω確
立
以
外
に
何
等
植
民
地
領
有
の
目
的
の
達
成
を

考
慮
せ
る
も
の
に
非
宇
ご
云
ふ
が
如
き
冷
然
た
る
態
度
を
持
し
た
る
者
で
な
い
か
ら
で
あ
る
、
若

L
Z
ミ
λ

が
期

切 向



(
第
四
扱

議

矢
内
原
敬
授
由
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
申
植
民
地
論
』

E
読
み
て
第
二
十
一
巻

論

四
八

五

か
る
態
度
を
持
し
た
り
ご
せ
ば
、
彼
は
従
来
の
岡
家
の
政
策
(
重
商
主
義
的
の
保
護
子
捗
政
策
)
合
さ
へ
改
め
な
ば

植
民
地
の
領
告
は
母
闘
植
民
地
の
双
方
に
ピ

h
τ
有
利
な
b
E
の
設
を
此
〈
迄
切
論
す
る
の
必
要
な
か
り

L
な
ら

ん
、
品
仙
の
事
は
ス
ミ
ス
の
植
民
地
論
古
共
に
之
ご
最
も
密
接
な
る
関
係
を
有
せ
る
第
五
編
第
三
章
公
偵
論
を
精
譲

せ
ば
容
易
仁
肌
取
L
得
る
所
で
あ
る
、
反
劃
論
仁
謝
す
る
反
語

E
L
-
-今
其
の
要
旨
を
梢
録
せ
ば
、

賞
附
欧
洲
諸
国
は
何
れ
も
巨
額
の
公
債
を
負
携
し
、
英
国
も
亦
之
が
柏
崎
め
に
苦
み
つ
、
あ
ら
し
が
、
此
の
苦
痛

よ
h
品
目
る
、
の
途
は
歳
入
の
増
加
を
計
る
か
歳
出
の
節
械
を
柏
崎
す
よ
h
他
に
方
法
は
な
い
、
而
し
て
歳
入
の
増
加

に
付
き

τは
嘗
時
の
英
国
の
課
税
法
を
燐
張
し

τ之
を
大
英
帝
閣
の
各
地
に
及
ぼ
苫
ば
共
の
目
的
を
達
し
得
べ
き

も
、
之
仁
は
共
の
携
税
額
に
感
じ
て
是
等
の
各
地
よ
h
英
悶
々
曾
に
代
議
員
を
選
出
せ
し
む
る
こ
ご
を
許
す
様
憲

法
を
改
正
す
る
の
必
要
ゐ
b
、
尤
も
斯
か
る
聯
邦
組
織
は
憲
法
の
畿
延

t
共
に
異
論
百
出
其
の
賞
現
は
頗
る
困
難

な
ら
ん
も
・
此
〈
せ
ば
歳
入
の
増
加
は
之
を
望
み
得
ぺ
〈
、
叉
各
地
の
幸
繭
繁
柴
も
之
を
期
待
し
得
べ

L
、
斯
か

る
提
案
は
或
は
一
稽
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
如
〈
に
忠
は
る
、
な
ら
ん
も
無
期
且
宰
想
的
の
も

ω
な
ら
、
さ
る
鮎
に
於
て

は
従
来
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
優
る
こ
ぜ
趨
炉
な
り
さ
の
前
提
の
下
で
、
母
国
植
民
地
聞
に
適
用
し
得
ぺ
き
各
州
の
租

税
を
指
摘
し
、
英
本
闘
の
諸
枕
中
地
租
は
蕗
米
利
加
及
西
印
度

ω柿
民
地
に
於

τは
其
の
負
挽
カ
母
国
に
於
け
る

よ
ち
も
大
な
る
金
以
て
好
飾
の
歳
入
源
た
る
ぺ
(
、
叉
印
紙
税
の
如
き
も
之
を
梢
民
地
に
泊
用
し
て
牧
入
の
増
加

を
計
る
こ
ご
難
か
ら
宇
、
真
に
関
税
に
至
り
て
は
英
本
閣
の
閥
税
法
を
繍
張
し
て
汎
く
植
民
地
に
も
之
を
及
ぼ
す

Above， ¥'01. 11， p. 3g6 
Above， vo1. IJ， p目 419・
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こ
芭
は
正
義
観
念
よ
・
り
す
る
も
営
然
に
し

τ、
品
仙
の
如
〈
せ
ば
母
闘
植
民
地
聞
の
貿
易
は
沼
原
貿
易
の
知

f
な
b

母
闘
は
楠
民
地
の
産
物
に
劃
し
て
康
大
な
る
市
場
を
供
す
る
結
巣
、
関
税
の
増
加
よ

b
受
{
る
植
民
地
の
苦
痛
を

償
ふ
て
飲
b
ゐ
h
J
、
以
上
の
三
校
は

i

汎
〈
之
を
植
民
地
に
及
ぼ
L
得
べ
き
も
、
獅
h
内
地
治
山
賀
税
の
み
は
生
産
及

消
費
の
性
質
母
凶
ど
相
同
ー
か
ら

g
る
も
の
あ
る
を
以

τ之
を
楠
民
地
に
適
用
す
る
に
嘗
h
て
は
遁
宜
認
夏
を
加

ふ
る
の
必
要
あ
b

E
論
じ
、
此
の
如
、
吉
方
法
に
依
・
り
て
植
民
地
に
課
税
す
る
結
果
歳
入
の
増
加
は
幾
何
ど
な
b
得

る
や
は
闘
よ
b
d
強
じ
め
之
を
確
定
し
難
き
も
、
人
口
数
に
比
例
し
て
徴
税
額
を
測
定
せ
ば
現
在
の
一
干
高
砂
に
比

し
て
優
に
一
千
六
百
二
十
五
宮
内
務
以
上
の
歳
入
を
得
ぺ
〈
、
而
し
て
現
在
の
歳
入
額
中
よ
h
仮
'
り
に
一
宵
官
同
時
四
世

一
公
偵
の
償
還
に
充
つ
る
を
得
ば
前
掲
の
歳
入
中
よ
ち
六
百
二
十
五
苗
陶
磁
を
之
に
充
つ
る
こ
ど
は
敢
て
難
事
に
あ
ら

十
、
加
之
、
此
の

E
額
の
減
償
基
金
は
年
h

司
会
債
の
利
子
の
支
梯
ひ
に
膝
C
て
増
加
し
、
此
〈
L
て
英
の
額
盆
々

増
加
せ
ば
数
年
後
に
は
会
会
債
を
償
却
す
る
こ
己
を
待
抜
に
初
め

τ
現
今
の
変
額
せ
る
闘
カ

(Eι
島
町
民
百
件
。

ι
自品

]白石
E
Eロ
阿
武
向
0

5

0
『

p
o
s
-
-
o
J
を
依
復
す
る
こ

z
e
f
得
ぺ
〈
、
周
カ
一
ト
度
依
復
せ
ば
人
民
は
重
税
の
負

携
を
兎
れ
生
活
必
需
品
又
は
原
料
品
に
劃
す
る
課
税

ω苦
痛
を
股
す
る
こ
さ
を
符
ん
と
論
じ
吋
嘗
時
の
変
貌
せ
る

困
カ
の
飯
伎
を
計
る
の
途
は
植
民
地
を
し
て
従
来
の
如
(
母
周
の
歳
入
に
全
然
無
閥
係
の
地
位
に
立
た
し
む
る
こ

古
な
〈
、
母
国
植
民
地
聞
の
課
税
統
一
に
依
b
τ
其
の
目
的
を
迭
し
得
ぺ
白
書
こ
子
乞
最
も
詳
細
に
論
究
し
て
居

る。
詣

讃

先
内
原
教
授
白
『
ア

F
ム
・
ス
ミ
λ

の
植
民
地
諭
』
を
積
み
て
第
二
↓
一
俸

(
第
四
観

四
九
)

主
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h
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i
l
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詰

離

矢
内
原
敬
授
由
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

O
植
民
地
論
』
を
輔
与
て
第
二
十
一
審

(
第
四
貌

五
O
)

五

回

比

ω如
(
λ

ミ
ス
は
嘗
時
の
英
闘
の
衰
類
せ
る
闘
力
の
焼
酎
悦
策
に
闘
し
て
理
想
的
の
一
方
法
を
提
示
せ
る
的
み

な
ら
宇
、
夏
に
之
が
賞
行
上
に
閲
し
て
も
或
は
起

b
得
ぺ
き
反
調
設
に
謝
し
て
細
心
仁
義
防
総
を
張
り
‘

上
述
の

方
法
を
採
用
す
る
も
揃
民
地
に
於
て
は
未
だ
是
等
の
課
税
に
慣
れ
さ
る
よ
b
相
嘗
の
歳
月
間
は
寛
容
を
旨
E
す
べ

〈
、
叉
純
民
地
住
民
の
生
活
桂
皮
は
一
般
に
低
き
よ
り
恨
令
母
国
正
統
一
的
の
闘
枕
及
内
地
消
提
枕
を
抽
附
す
る
も

噛
周
期
の
牧
入
を
得
る
こ
正
能
は

e
さ
る
ぺ

L
Z
の
杷
憂
に
拠
到
し
て
は
、
亜
米
利
加
及
西
印
度
の
白
人

ω生
活
航
路
は

其
の
最
下
級
の
者
正
雄
も
母
国
の
同
階
級
の
者
に
比
し
て
怠
に
勝
、
り
、
住
民
の
多
款
を
占
む
る
県
人
正
雄
も
其
U

消
費
カ
は
母
閣
の
下
級
民
に
劣
る
こ
ピ
な
し
、
蓋
し
彼
等
を
し
て
良
好
な
る
拙
労
働
者
た
ら
し
め
ん
ご
せ
ば
業
主
は

之
を
好
過
す
る
を
以
て
利
盆
古
な
す
を
以
て
い
あ
る
ご
述
べ
、
更
に
叉
反
劃
論
者
中
仁
は
純
民
地
仁
は
金
銀
貨
乏

し
〈
内
地
の
商
業
は
紙
幣
に
依
h
て
行
は
る
、
が
故
仁
、
般
A
T
課
税
を
な
す
も
之
を
支
梯
ふ
べ
き
金
銭
な
か
る
べ

L
Z
の
理
由
を
以
て
反
劃
す
る
者
ゐ
ら
ん
も
、
之
亦
以
て
憂
ぴ
ピ
な
す
に
足
ら
歩
、
植
民
地
に
金
銀
貨
の
僅
少
な

る
は
其
り
地
方
の
貧
困
な
る
が
活
め
に
ゐ
ら
歩
、
賃
金
高
き
に
拘
p
b

十
食
料
品
の
低
廉
な
る
所
に
於
て
住
民

ω金

銀
貨
を
所
持
せ

F
る
は
其
の
必
要
又
は
利
便
を
戚
守

F
る
に
因
る
、
内
地
の
商
業
に
は
卒
業
は
紙
怖
を
用
ゆ
る
も

何
等
の
不
便
を
戚
守
る
こ
ご
な
し
、
故
に
植
民
地
の
住
民
は
金
銭
の
如
き
高
債
な
る
通
商
の
朋
具
を
得
ん
が
縛
め

仁
彼
等

ω生
産
物
の
依
剰
を
使
用
せ
宇
し

τ、
却
て
衣
服
家
具
其
の
他
植
民
事
業
に
必
要
な
る
貨
物
を
購
は
ん
が

錦
め
に
之
を
使
用
す
る
の
傾
き
あ
b
、
而

L
て
植
民
地
政
府
も
亦
内
地
の
商
業
を
借
む
に
充
分
な
る
紙
幣
を
住
民

Abo¥'e， vol. 11， p. 4叫
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l、
司

に
給
す
る
を
以
て
利
盆
古
な
す
も
、
品
割
外
商
業
の
場
合
に
は
其
の
必
要
に
藤

ιτ
一
般
に
金
銀
貨
使
用
せ
ら
る
、

が
故
に
論
者
の
憂
ひ
は
意
志
す
る
に
足
ら

A
r
z
論
じ
・
夏
に
母
園
長
債
の
償
還
を
植
民
地
に
分
捻
せ
し
む
る
こ
Z

の
決
し
て
正
義
概
念
に
反
す
る
も
の
に
あ
ら
古
る
よ
ぜ
を
朋
か
に

L
、
遜
ん
で
母
閤
植
民
地
の
合
併
は
貿
易
自
由

の
問
題
以
外
に
植
民
地
の
安
世
帯
卒
一
酬
を
増
進
せ
し
む
る
こ
正
大
な

b
z
L
・

(Arq(の。
-srω)
者
。
三
子
山
口
志
向
旦

昌

。『『向日
V

目U20白
山
口
ι
q
E
H』
E
-
z
q、間同
E
n。=己牛耳れに】一可『可

ω
E
H
h
oロ
毛
】
作
『
の
』
φω
門出
E
E
Eご
)

英

ω
一
例
ご
し
て
亜

米
利
加
納
民
地
に
於
け
る
有
害
無
盆
な
る
鶏
仮
的
の
守
ひ
を
指
摘
し
、
是
等
の
黛
守
は
民
心
を
離
反
せ
し
め
政
府

の
安
闘
を
脅
か
す
の
践
れ
ゐ
る
を
以
て
、
合
併
に
依
h
，
其
の
弊
守
防
止
す
る
に
非
宇
ん
ば
終
に
母
闘
己
分
離
す
る

の
危
険
ゐ
h
、
然
る
に
若
し
之
を
母
闘
に
合
併
せ
ば
現
今
英
帝
闘
の
何
れ

ω所
に
於
て
も
見
る
能
は
F
る
和
世
界
協

同
の
柴
み
を
享
〈
る
こ
ご
を
得
ぺ

L
、
(aRHロ
昨
日
百
日
ωゆ
え

ω
Z
E
o
-
-
-
-
巴
百
の
O
{
。
回
目
自
宅
E
E
H
U
B
E
E可
ω。OHM

2
0可
釦
骨
四
日
。
。
『

gロη
日
ι
s
ι
E
E宮
山
守
山
門
司
ヨ

g
g円百戸内
8
5
5
山口可日
u
z
o『
昨
げ
の
出
=
z島
内
自
官
同
百
三
)

此
叫
令
併
に
依
hノ

τ植
民
地
は
一
時
制
同
校

ω負
婚
を
増
す
べ
き
も
、
是
等

ω課
枕
は
目
公
偵
を
償
却
せ
ん
が
縛
め
に

諒
す
る
も
の
な
る
が
放
に
、
之
を
償
却
す
る
ご
共
に
課
税
の
多
〈
は
廃
止
せ
ら
れ
永
久
に
植
民
地
を
苦
む
る
も
の

仁
あ
ら
十
三
五
ふ
が
如
き
紡
仁
至
る
迄
注
意
L
H
嘗
時
の
表
頒
せ
る
図
カ
を
侠
復
す
る
一
方
法
ご
し
t
は
植
民
地

を
母
闘
に
合
併
し
て
統
一
的
の
課
税
制
度
を
賀
行

L
以
て
歳
入

ω増
加
を
計
る
に
在
b
t
L
、
叉
此
〈
銭
す
こ
己

が
総
て
母
闘
相
民
地
双
方
の
安
寧
卒
編
世
帯
誕
百
'
し
む
る
所
以
な

h
正
の
意
見
を
細
か
に
論
じ

τ居
る
。

(
第
四
掛

E 

) 

五

宜

議

矢
内
原
敬
授
の
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
U
航
民
地
論
』
を
鵠
み
て
第
二
十
一
巻

論
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論

議

先
向
原
敬
授
由
『
ア
ダ

'
T
A
ミ
ス
由
植
民
地
諭
』
を
誠
hv
て
第
二
十
一
巻

(
第
四
貌

五
二
)
五
一
六

1
4
1ソ
日
ソ
叩

4
1寸
比
較
一
同
一
?

1
目

1
1
1所
以
は
)
矢
内
原
教
授
が
仁
、

d
r品
目
配
的

Hh剖
r
r印刷

を
確
立
せ
ん
こ
子
炉
-
要
求
し
た
以
外
に
何
等
椛
即
島
町
釘
有
の

rm凹
rrh凪
r
u
f
f
r
f
m眠じ
r
vげ
γ
rド
ピ

一
五
ふ
批
評
の
、
妻
も
ス
ミ
ス
の
設
仁
立
論
の
根
抽
躍
を
置
か

F
る
濁
断
的
の
も
の
で
あ
ち
、
従
て
ス
ミ
ス
の
設
の
紹
町

介
ぜ
し
で
は
不
完
全
極
ま
る
も
の
で
あ
.
る
ピ
一
疋
ふ
こ
E
を
立
設
せ
ん
が
錫
め
に
他
な
ら
尚
、
数
授
は
ポ

1
ナ
ー
が

ー
ミ
ー
を
評
し
て

h
δ
E
E
H
F耳
目
白

E
0
3
8
2
M
O唱
。
】
【
宮
ロ

P
E
官
E
o
t
o
u
-
-
t
言
へ
る
語
を
捉
へ
て
、

J調ミ

ミ

A 

を
今
日
諦
ふ
所
の
閥
際
主
義
者
で
あ
る
古
一
評
し
て
居
ら
る
、
.
か
、
元
来
『
園
際
主
義
者
」
な
る
語
夫
れ
自
慢
が
術
語

E
L
て
は
頗
る
明
確
を
繰
り
る
漠
然
た
る
語
な
る
を
以
て
藷
に
深
〈
追
究
す
る
の
要
な
き
も
、

λ

ミ
ス
は
皐
に
自

由
貿
易
の
原
則
を
確
立
せ
ん
一
』
E
を
要
求
せ
る
以
外
に
は
植
民
地
に
劃

L
τ
何
等
積
施
的
の
意
見
を
有
し
た
る
も

の
に
非
A
y
t
一
再
ふ
が
如
き
獅
郎
副
説
に
安
ん
A
r
る
教
授
の
服
に
は
或
は
此
(
映
す
る
や
も
知
れ
、
さ
る
も
、
前
越
の
如

〈
常
時
の
英
国
の
財
政
航
路
殊
に
共
の
牧
支
の
不
適
合
に
原
因
せ
る
闘
力
の
衰
頒
を
験
秘
す
る
に
忍
び
歩
、

之
が

快
復
の
一
方
法
正
し
て
母
国
椀
民
地
の
合
併
統
一
を
提
言
せ
る
う
、
、
λ

の
字
面
を
闘
宙
論
中
に
窺
ひ
得
る
奇
人

は
、
唯
白
目
的
に
ポ

1
ナ
1
一
娠
の
批
評
を
以
て
λ

ミ
ス
の
全
豹
を
詐

L
得
た
る
も
の

Z
L
て
無
錨
査
に
之
を
受

入
る
、
こ
ど
は
出
来
ぬ
、
否
ス
ミ
ス
の
如
き
は
漠
然
た
る
国
際
主
義
者
で
は
な
〈
愛
図
的
(
宮
丹
江
主
n)

の
熱
誠
に

以
上
越
ぺ
た
る
歳
入

ω増
加
に
関
す
る
積
極
的
の
提
案
仁
付
、
さ
て
は
、

A

ミ
ス
付
金
然
共
の
質
現
の
可
能
性
を

充
て
る
異
例
の
事
者
で
ゐ
る
ご
評
し
て
可
い
ω



繰
り
る
宰
想
的
の
も
の
ご
は
考
へ
て
居
な
か
っ
た
、
此
の
事
は
彼
自
ら
此
の
提
案
は
其
の
賀
行
上
に
幾
多
の
困
難

t
障
碍
を
仲
ふ
こ
ピ
は
之
を
認
む
る
も
、
従
来
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
如
〈
に
無
期
且
容
想
的
の
も
の
で
は
な
い
ご
謙

滋
!
っ
、
然
か
も
術
は
強
き
自
信
カ
を
以
て
言
明
せ
る
に
徴
し
て
も
之
を
知
る
こ
芭
が
出
来
る
、
併
L
此

ω積
極

的

ω
提
案
に
依
る
歳
入
増
加
の
策
に
し
て
採
用
せ
ら
れ
宇
古
せ
ば
砕
同
時
の
財
政
の
急
を
救
ふ
の
途
は
結
局
支
出
を

節
し
て
経
費
の
節
械
を
計
る
よ
り
他
な
し
ピ

L
、
主
(
の
積
極
的
の
提
講
じ
封

L
t
は
或
は
理
論
上
よ
ち
或
は
賀
行

上
よ
h
，
前
々
一
数
千
言
を
費
し
て
力
説
L
っ
、
あ
る
に
拘
ら
す
、
消
械
的
の
経
費
山
節
減
に
闘
し
て
は
僅
か
に
「
一
公

偵
論
』
の
末
尾
に
附
言
し
て
居
る
に
過
ぎ
ぬ
、
以
て
ス
ミ
ス
が
如
何
に
其
の
積
極
的

ω提
案
に
首
一
き
を
置
き
、
般

令
官
時
の
人
々
に
は
夫
れ
が
一
一
榔
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
如

f
に
考
へ
ら
れ
、
或
は
自
己
の
利
益
の
潟
め
仁
戒
は
某
の

地
位
の
擁
護
の
絡
め
に
之
じ
反
劃
す
る
者
ゐ

b
正
色
、
其
の
瀦
す
べ
き
賞
盆
は
頗
る
大
な
る
-
三
と
を
能
〈
倒
民
に

理
解
せ

L
め
ん
こ
ピ
に
努
め
た
か
い
分
る
、
閣
官
論
を
讃
h
u
者
は
須
〈
之
を
嘗
時
の
英
国
の
同
情
芭
封
服

L
て
A

ミ
旦
の
真
意
を
理
解
せ
ん
こ
ご
に
心
懸
〈
ぺ
、
き
で
あ
る
。

巴
の
貼
に
就
き
て
は
予
が
母
闘
の
商
業
政
策
仁
闘

L
τ
、

を
採
れ
る
和
蘭
、
西
胡
牙
、
葡
萄
牙
等
の
政
策
を
排
し
て
、
自
由
主
義
郎
ち
英
同
主
義
を
以

τ最
も
迎
組
的
の
も

子、、
λ

が
濁
占
曾
批
主
義
若
〈
は
特
定
貿
易
港
主
義

の
己
な
せ
る
を
評
し

τ、
「
母
岡
植
民
地
問
の
経
欝
閲
係
は
輩
に
之
を
個
人
経
済
的
の
見
地
の
み
よ
b
考
察
す
べ

か
ら
す
し
て
・
真
に
一
般
国
民
経
済
上
の
見
地
よ
b
考
慮
せ

F
る
ぺ
か
ら
古
る
も
の
あ
る
を
以

τ、
時
正
所
ピ
仁

論

叢

先
内
原
敬
投
の
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
由
一
植
民
地
論
』
を
韻
み
て
第
二
十
一
巻

(
第
四
曝

五
=
一
)

五

七
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五
四
)

矢
内
原
教
授
白
『
ア
ダ
ム
・
λ

ミ
ス
山
一
植
民
地
論
』
主
誠
み
て
第
二
十
一
巻

論

諜

(
第
四
臨

E 

ノ1

感
じ
て
其
の
政
策
に
倒
酌
を
加
ム
る
の
必
要
ゐ
・
り
』
ピ
言
へ
る
に
封
し
、
矢
内
原
教
授
は
「
何
ぞ
そ
の
ス
ミ
λ

を
疋

嘗
に
瑞
嗣
ま
ゲ
る
こ
ど
の
甚
に
し
き
や
」

Z
の
一
大
餓
槌
を
下
L
て
居
ら
る
、
が
、
併
し
圭
一
・
仁

L
て
此
の
錨
槌
は
予

に
は
微
傷
に
も
負
は
し
め

g
hし
こ
ご
を
弦
仁
告
白

L
τ
自
ら
慰
む
る
衣
第
で
あ
る
、
一
冗
来
此
の
批
評
に
付
き
て

も
亦
子
以
北
(
山
何
り
立
た
る
や
を
解
す
る
に
背
む
者
な
る
も
、
教
授
が
其
の
前
文
に
於

τ「
商
人
の
利
潤

(po出

作

)

吉
岡
民

ω利
徒
(
〉
号

E
Z叫
命

)

ご
ぞ
Z

ミ
ス
は
明
快
に
一
陣
別
し
た
、
(
こ
は
-
一
コ
W

ツ
ン
の
一
言
た
る

4
3
P
E
ι

E
号
日
一
色
イ
E
C向
。

E
o
a
E
Z四
戸
岡
山
任
。

ι=
・
を
教
授
は
其
の
倫
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
)
、
彼
が
後
者
を
主
張
せ
る

は
言
ふ
迄
も
な
い
L
Z
、
極
め
て
無
雑
作
に
此

ω問
題

ω取
扱
は
る
¥
助
を
見
る
正
、
恐
〈
は
子
ミ
ス
が
獅
占
曾
批

主
義
者
〈
は
抽
判
定
貿
易
地
主
義
等
に
反
劃
せ
る
は
予
の
所
謂
「
一
般
図
民
縦
横
上
の
見
地
よ
b
』
な
せ
る
も
の
な
る

に
、
予
が
「
田
平
に
之
を
綱
人
経
務
的
り
見
地
の
み
よ
り
考
終
す
イ
か
ら
令
し
て
云
々
」
ピ
言
へ
る
は
、

ス
ミ
ー
を
解

せ
ざ
る
も
の
な
h
正

ω意
な
ら
ん
正
察
せ
ら
る
、
も
、
若

L
果
し
て
然
h
正
せ
ば
此
の
如
き
こ
ご
は
予
を
以
て
腕

れ
ば
殆
ど
論
議
す
る
の
償
値
な
き
問
題
で
あ
る
ご
考
へ
品
、
議
授
の
論
理
に
従
へ
ば
子
、
、
λ

は
H
4
0
宮
正
〉
号

E'

宮
町
内

E
を
殿
出
向
に
匝
別
し

τ、
前
者
を
佃
人
の
利
盆
後
者
を
岡
民
の
利
盆
な
る
意
味
に
使
用
し
っ
、
め
る
が
放
に
、

彼
も
亦
一
般
国
民
経
済
上
よ
h
問
題
を
考
察
せ
る
こ
ど
は
之
を
疑
ふ
ぺ
か
ら
十
三
五
ふ
こ
己
、
、
な
る
も
、
般
ム
リ
に

ス
ミ
ス
が
其
の
用
語
を
数
授
の
言
ょ
が
如
〈
に
明
快
に
函
別

L
た
h
Z
す
る
も
(
予
が
蕊
仁
般
L

リ
仁
ピ
言
へ
る
は

後
仁
越
ぷ
る
が
如
く
1

ミ
λ

は
-
一
コ
ル

y
y
並
仁
之
に
倣
へ
る
教
授
の
言
の
如
〈
に
〉
己
ぐ
自
C
聞
の
な
る
語
を
必
す
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F 、. 

も
の
は
自
由
放
任
の
副
学
説
な
る
こ
苫
は
践
に
架
設
す
る
迄
も
な
(
何
人
も
夙
に
知
悉
せ
る
所
で
あ
る
、

換
言
-tt 
Ii' 

し
も
一
般
国
民
の
利
盆
な
る
意
味
に
使
則
し
て
居
ら
向
か
ら
で
ゐ
る
)
、

ス
ミ
ス
の
経
済
皐
設
の
根
祇
を
成
せ

S

偶
人
の
終
端
制
的
活
動

ω自
由
を
曾
重

L
之
を
中
心
ご
し
て
嘗
昨
の
保
護
的
干
捗
制
度
仁
反
潤
し
た
る
動
じ
在
晶
、

彼
が
獅
占
を
攻
躍
す
る
根
本
の
理
由
も
亦
獅
占
は
此

ω
個
人
の
経
済
的
活
動
の
自
由
を
妨
ぐ
る
最
も
有
力
な
る
錨

保
網
で
あ
る
ご
信
じ
た
hr
ら
で
あ
る
、
比
の
如
〈
例
入
内
経
憐
的
活
動
の
自
由
を
曾
重
し
て
共
の
皐
設
の
根
抽
酬
を

此
践
に
置
〈
結
叫
末
、
之
を
妨
「
る
が
如
き
獅
占
的
の
経
済
組
織
に
反
封
し
っ
、
あ
る
を
以
て
、

p
o
b昨
己
〉
ι
E
D
a

Z
向
。
の
用
舗
の
匝
別
論
の
如
き
は
抑
も
末
に

ιて
、
根
本
に
於
て
ス
ミ
λ

は
個
人
の
経
済
的
活
動
の
自
由
を
主
張

す
る
見
地
よ
ち
濁
占
を
非
難
し
っ
、
あ
る
も
の
ぜ
一
詐

L
て
差
支
は
い
、
放
に
予
は
母
悶
棉
民
地
問
の
一
躍
務
関
係
は

寧
仁
之
を
倒
人
経
済
的
の
見
地
の
み
よ
b
考
察
す
べ
か
ら
す
し
て
、
一
見
に
一
般
閥
民
経
済
上
の
見
地
よ
b
考
慮
せ

t
d
る
eへ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
る
こ
z
e
V
三
越
ぺ
た
る
衣
第
で
あ
っ
て
、
主
(
の
意
は
例
へ
ば
植
民
地
の
宮
源
の
開
畿
に
就

き
て
観
察
す
る
も
、

A

ミ
λ

の
設
に
従
へ
ば
是
等
は
会
〈
各
人
の
自
由
活
動
に
委
ね
ら
る
ぺ
き
も
の
な

b
t
一五ム

政
治
上
批
曾
上
及
経
済
上
に
於
け
る
諸
積
の
異
な
れ
る
事
情
の
柏
崎
め
に
賞
初
は
相
嘗
の
危
険
を
漁
期
せ
ざ
る
べ
か

こ
古
、
な
る
も
、
封
植
民
地
の
事
業
に
付
き
て
は
其
の
本
質
普
く
母
岡
人
に
知
悉
せ
ら
れ
ざ
る
b
の
あ
る
ご
、
叉

ら
ざ
る
が
放
に
、
之
を
各
人
の
自
由
活
動
に
委
ぬ
る
時
は
或
は
会
〈
棄
て
、
顧
み
ら
れ

5
る
か
若
〈
は
一
部
の
投

機
的
企
業
者
に
の
み
好
餌
を
奥
へ
之
が
潟
め
仁
却
て
植
民
地
の
墜
貨
な
る
品
目
建
を
妨
戸
、
る
の
世
間
れ
あ
る
を
以

情

議

長
内
原
敬
授
の
『
ア
ダ
ム
・
司
h

a

竜
丸
白
植
民
地
諭
』
を
韻
み
て
第
二
十
一
巻

(
第
四
観

玉
E 

五

丸



駒

護

矢
内
原
教
授
の
『
ア
ダ
ム
・
ス
竜
丸
田
植
民
地
諭
』
を
商
品
て
第
二
十
一
巻

『
第
四
観

宜
大
』

E 

O 

て
、
新
か
る
場
合
に
は
滴
常
の
制
限
の
下
に
或
椅
の
特
楢
を
賦
興
せ
る
澗
占
的
の
機
闘
を
し
て
之
に
営
ら
L
h
U
る

こ
ご

ω
一
般
国
民
経
済
上
よ
b
翻
察
し
て
必
要
且
有
利
な
る
こ
Z
が
あ
る
ご
云
ふ
の
類
で
ゐ
る
、
(
柿
民
地
開
畿

の
常
初
に
は
或
種
の
特
権
を
賦
山
地
せ
る
獅
占
的
の
曾
枇
を
し
て
事
業
計
査
の
任
に
嘗
ら
L
h
U
る
こ
正
の
、
却

τ母

鴎
植
民
地
の
双
方
の
錦
め
に
有
利
な
る
も
の
め
る
》
』
ご
は
植
民
史
上
仁
幾
多
の
質
例
的
存
す
る
事
例
で
ゐ
る
)
0

H
こ、

告
別
H

↓d
R

真
に
一
歩
を
進
め

τ岡
-
宙
論
を
検
討
す
る
時
は
、

矢
内
脳
出
品
副
授
が

コル

y
y
ω

一
百
を
北
一
の
催
借
用
L

早
急
円
吉
〉
且
百
ロ
E
m
o
を
掛
立
せ
し
め
、

て

前
者
を

「
商
人
の
利
潤
」
後
者
を
「
国
民
の
利
益
」

Z
「酔ん
W
V
一昨

.lllJ' 

Lコ

で
引
い
一

r
r
r貯
じ
た
ハ
Q
U
V
い
い
州
ド
ロ
骨
い
ひ
ド
夫
れ
白
鶴
に
於

τ飯
に
大
な
る
疑
問
の
存
す
る
こ
と

を
接
見
す
る
で
あ
ら
う
、
何
ぜ
な
れ
ば
ス
ミ
ス
は

H
g
p
な
る
話
会
今
日
明
間
ム
・
肋
の
資
本
に
劃
す
る
分
配
即
も
利

子
宮
言
。
民
に
該
営
す
る
意
味
に
屡
々
使
用
L
、
(
=
〉
=
'
岳
。

s
q
E
-
B
Z
2
2
。「円
0
4
司
自
己
町
、
子
。

当
副
向
。
ω

O
同

U
F
0
5
L
r
o
司
呈

O「

-
E
F
自
品
目
F
O
耳
o
m
E
0
2四日
F
F
O
E
S呂
。
一
〈
耳
コ
辛
3
3
-
L
d
T
n
n
Jァ
=
z
L
a
t
p

i
I
f
i
l
l
-
-
p
i
l
l
i
-
-
l
i
t
-
F
i
l
l
i
p
-
t
E
E
l
-
-
t
p
i
l
i
f
-
-
f
J
I
l
l
$
1
1
1
1
1
1
1
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J
1
1
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I
l
-
-
!
J
I
l
l
1
1
1
!
I
l
l
l
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i
l
l
i
-
-
i
1
1
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i
l
p
i
l
l
-
-
1
i
 

同町田可

O
円

rz一
持
者
O
Z
E
F
o
u
-
)』

(

司

E
E
'
e
「
商
人
の
利
潤
」

E
の
み
解

L
之
を
「
国
民
の
利
盆
」
ピ
封
立
せ

L
め
て

論
説
岨
せ
ん
ご
す
る
・
』
正

ω安
嘗
な
ら
古
る
は
此

ω句
を
以
て
も
之
を
知
る
-
』
ご
が
出
来
る
)
、
更
に
又

〉
号
山
口
官
向
。

な
る
話
も
教
授
の
言
の
如
〈
に
一
般
闘
民

ω利
盆
な
る
意
味
に
の
み
使
用
さ
れ
て
居
ら
ぬ
、

否
却
て
反
拠
到
に
国
民

中
の
少
駿
者

ω利
益
ご
一
五
ム
場
合
に
此
の
語
を
用
ひ
、

一
般
国
民
の
利
盆
ピ
一
五
ふ
場
合
に
は
佐
々

F
5
2
な
る

認
を
使
用
し
て
用
語
上
に
於
て
も
決
し
て
-
一
ヨ
ル

y
y
H
A
其
の
言
を
援
用
せ
る
矢
内
原
教
授
の
訟
を
裏
書
し
て
居

d 
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4
ぬ
か
ら
で
あ
る
、

(
t
H
H

官

5
5
音作
H
r
o

胤
院
医
同
舟
出
回
間
同
ほ
除
住
川
同
ほ
陪
ほ
ド
同
ほ
山
川
は
戸
川
比
同
ぽ

。
え
耳
O
町
田

B
U
Z
E
日

EU、
島
需
品
ロ
門
書
官
官
Z
P
一
件
。
巴
百

m
g
m
E
-
H
2
5
2円
。
ご
E
m
B
E
S
-
-
)
こ
は
品
開
b

に
用
語
の
詮
索
に
一
旦
る
が
如
、
き
も
本
問
題
正
密
接
の
倒
係
を
有

L
、

E
動
も
す
れ
ば
-
一

2
p
y
y
の
背
景
仁
依
b

て
一
説
者
を
謀
れ
る
見
解
に
導
〈
の
虞
れ
あ
る
を
以
て
、
夜
に
一
言
せ
る
次
第
で
め
る
。

要
之
、
予
は
三
の
姑
に
闘
す
る
教
授
の
批
評
の
矢
は
其
の
楳
的
何
れ
に
在
る
や
を
知
る
に
苦
む
者
で
あ
る
、
矢

を
放
た
ん
吉
欲
せ
ば
先
づ
其
の
標
的
を
正
視
す
る
こ
芭
が
肝
要
で
ゐ
る
が
.
此
〈
言
ふ
自
ら
も
亦
共
の
様
的
を
逸

し
居
る
や
も
計
ら
れ

Y
る
も
、
兎
に
角
予
の
理
解
せ
る
範
閣
に
於

τ数
授
の
批
許
に
肱
へ
ん
己
欲
す
る
紡
は
以
上

を
も
っ
て
賂
ぽ
斑
〈
せ
る
が
故
に
、
背
拙
仁
筆
を
捌
か
ん
ピ
す
る
に
賞
b
致
授
に
よ

h
τ
更
に
?
、
、
ス
の
著
書
を
椅

〈
の
機
曾
を
奥
へ
ら
れ
た
る
こ
己
を
戚
謝
す
る
。
(
完
)

組
前
皐
士
長
岡
三
郎
氏
は
「
ユ
ミ
ス
由
粧
民
地
諭
K
蹴
て
矢
内
原
敬
授
の
散
を
乞
ふ
」
な
る
一
泊

を
本
融
に
寄
せ
ら
れ
た
る
も
、
右
は
綱
相
刊
の
都
合
に
よ
り
、
覗
叫
棋
の
本
誌
に
拍
載
す
る
こ
と
九

せ

り

。

(

嗣

桝

型

民

)

矢
内
原
敬
授
の
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
白
一
植
民
地
論
L

を
輔
副
み
て
佑
二
十
一
審

(
第
四
悦

五
七
)

E 

前

議
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